
あいち山車まつり日本一協議会 

あいち山車まつりマップ作成事業委託業務仕様書 

 
１ 業務名 
  あいち山車まつりマップ作成事業委託業務 

 
２ 委託期間 
  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 
 
３ 業務の目的 
  「あいち山車まつり日本一協議会」（以下「協議会」という。）は、県内全ての山車まつりを

対象として、その保存団体及び山車まつりの所在する市町村、県の相互交流を通して、山車ま

つりのさらなる保存・継承を図るとともに、山車文化を県内外へ広く発信することを目的とし、

平成２７年１２月に設立された協議会である。 

  本協議会事業として、愛知県の山車まつりが掲載されたマップを作成し、県内外にその魅力

を発信することにより、子供から若者世代を始めとした県民等の山車まつりに対する理解・関

心を高め、山車まつりへの参加者の増加につなげることで、山車まつりの保存・継承を図るこ

とを目的とする。 

 

４ 制作方針 
・目にした人が思わず手に取りたくなるようなデザインで、読者に「山車まつりを見てみたくなる」

「山車まつりに参加したくなる」などと思わせるような紙面構成で、本県の山車文化の魅力が端

的かつ最大限に伝わるような内容とする。 
  ・文字や画像をバランスよく配置し、子供から大人まで理解しやすい内容とする。 
  ・協議会ホームページの二次元コードを掲載するなど、ホームページの閲覧を促すような工夫をする。 
 
５ 提供方針 
  県内外に広く配布し、協議会ホームページには電子データを掲載する。 
 
６ 業務の内容 
 （１）山車まつりマップの企画・デザイン・印刷・製本 

   ①規格、作成部数等 

    詳細な仕様、ページ等は受託候補者が決定した後に、委託費の範囲内で調整し決定する。

また、内容については協議会事務局と複数回打合せをすること。 

    ア 規格 

     ・寸法  Ａ５サイズ 縦型 

     ・用紙  （表紙）マットコート紙 135 ㎏、ＰＰ加工 

          （本文）マットコート紙 90㎏ 

・印刷  ４色刷りフルカラー 両面刷り 

    ・製本  中綴じ製本 

    ・頁数  表紙１頁、裏表紙１頁、本文 50 頁程度を想定 

    ・校正  文字校正１回以上、色校正１回以上 
         ※文字校正原稿もカラー出力すること。 
   イ 部数 

最低印刷数 15,000 部 

     ※受託者において効果的な配付計画を立て、印刷数を算出すること。 

 

     



   ②配布 
    山車まつりマップ及び送付状を梱包し、梱包紙に住所・宛名を記載した上で、指定期間 

内に指定場所へ配送すること。 
    ※最終的な配布先及び配送部数は協議の上決定する。 
  ③成果物 

    ア ＰＤＦファイル及び編集可能なデータ（ａｉ形式等）を収録した電子媒体 ２部 

    イ 山車まつりマップに使用した素材データ（編集後のもの）を収録した電子媒体 １部 

    ウ 画像素材の権利関係等一覧表が記録された電子媒体 １部 

     

   ④協議会から提供するデータ 

    山車まつりの名称、開催日、関連する URL 等の一覧 

 
７ 成果物の納入 
 （１）納期・方法 
    契約期間内で別途委託者が指示する期日及び方法とする。 
 （２）納品場所 
    愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室 
    （愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号） 
 
８ 事業実施における留意事項について 
 （１）本事業により制作する一切の成果物等の権利は全て協議会に帰属するものとする。 
 （２）本事業に係る一切の経費（画像等の必要な素材の使用・購入費用を含む）を契約金 

額に含めるものとする。 
 （３）事業の実施に当たり使用する図表やデータ、映像・画像等の著作権・使用権等の権利に

ついては、県が指定するものを除き、受託者において使用許可等を得ること。なお、これ

らを怠ったことにより、著作権等の権利を侵害したときは、受託者はその一切の責任を負

うこと。 
 （４）本事業の成果物について、委託者は協議会ホームページや各種情報媒体、行事、イベン

ト等で随時、必要に応じて使用、編集、複製ができるものとする。なお、成果物は永続的

な使用を想定していることに留意すること。 
 （５）事業の実施にあたって、個人情報等の保護すべき情報を取り扱う場合は、その取扱いに

万全の対策を講じること。 
 （６）受託者は、本事業に係る会計実地検査等が行われる場合は、協力すること。 
 （７）受託者は、本事業の遂行に当たり知り得た情報を、協議会の許可なく他に漏らしてはな

らない（契約終了後も同様とする。） 
 （８）事業の実施に当たっては、協議会と定期的に会合をもち、進捗状況の報告、スケジュー

ル等の調整、課題や問題点の解決等について情報交換と報告を実施すること。受託者は、

本業務委託が完了したときは、速やかに業務完了届を協議会に提出すること。 
 （９）協議会は、契約にあたり、採用した企画案の一部を協議の上変更する場合がある。なお

その他、本仕様書に定めのない事項は、協議会と協議の上、決定するものとする。 
 
 


